
      
 

 
 

                                    
 

 
 

 
 

二
〇
〇
九
年
七
月 

 

Ｊ
Ｍ
Ｉ
Ｕ
（
全
日
本
金
属
情
報
機
器
労
働
組
合
）
エ
ヌ
シ
ー
ア
ー
ル
支
部 

NCR は６名の不当解雇を撤回せよ！ 
――汚名を着せられたままでは、子どもに説明できない―― 

背
景
に
は
リ
ス
ト
ラ
が
あ
る
の
で
は
？ 

日
本
Ｎ
Ｃ
Ｒ
は
、
こ
の
二
十
年
近
く
リ
ス
ト
ラ
を
繰
り
返
し
、
当
時
四
〇
〇
〇
名
い
た
社
員
は
い

ま
や
八
〇
〇
名
を
切
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
部
門
も
〇
四
年
に
六
十
五
名
い
た
社
員
が
事
件

前
に
は
、
三
十
六
名
ま
で
減
っ
て
い
ま
し
た
。
職
場
で
は
、
米
国
型
シ
ス
テ
ム
の
導
入
で
「
ま
た
リ
ス

ト
ラ
が
あ
る
の
で
は
？
」
と
噂
が
た
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

何
故
か
Ｔ
本
部
長
の
処
分
に
消
極
的
な
Ｎ
Ｃ
Ｒ
、
自
主
退
職
扱
い
か
？
？
？ 

Ｎ
Ｃ
Ｒ
は
頑
と
し
て
組
合
員
六
名
の
解
雇
を
撤
回
し
ま
せ
ん
が
、
こ
の
部
門
の
前
責
任
者
Ｔ
本

部
長
の
処
分
に
は
、
「
不
正
を
指
示
し
た
証
拠
が
無
い
」
と
及
び
腰
。
懲
戒
解
雇
は
し
て
い
な
い
？

ま
た
営
業
マ
ン
に
直
接
不
正
を
指
示
し
た
前
部
長
の
一
人
が
、
七
月
に
は
関
連
会
社
に
入
社
し
た

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

七
月
十
七
日
東
京
地
裁
に
提
訴 

Ｊ
Ｍ
Ｉ
Ｕ
エ
ヌ
シ
ー
ア
ー
ル
支
部
は
、
組
合
員
六
名
の
「
懲
戒
解
雇
」
は
不
当
と
し
て
、
七
月
十
七

日
東
京
地
裁
に
「
地
位
保
全
仮
処
分
」
の
申
し
立
て
を
行
い
ま
し
た
。 

Ｎ
Ｃ
Ｒ
は
、
付
属
品
販
売
部
門
の
全
営
業
マ
ン
に
対
し
、
組
織
ぐ
る
み
で
「
実
績
を
つ
く
ら
な
い
と

首
に
な
る
ぞ
」
「
今
後
リ
ス
ト
ラ
が
起
こ
る
ぞ
！
」
等
の
脅
し
を
か
け
、
昨
年
の
決
算
処
理
の
た
め
に

「
売
上
計
上
の
水
増
し
」
を
迫
り
、
今
度
は
一
転
「
不
正
を
働
い
た
」
と
懲
戒
委
員
会
に
か
け
、
五
月

十
一
・
十
二
日
に
は
、
「
自
己
都
合
の
退
職
に
合
意
す
れ
ば
懲
戒
は
し
な
い
。
十
三
日
ま
で
に
返
事

を
し
ろ
」
と
部
門
の
半
数
以
上
の
社
員
に
退
職
を
迫
っ
た
の
で
す
。 

七
名
が
組
合
に
加
入
闘
い
に
立
ち
上
が
る 

「
会
社
の
指
示
・
命
令
で
無
理
や
り
不
正
を
や
ら
さ
れ
、
汚
名
を
着
せ
ら
れ
た
ま
ま
で
は
、
子
供

に
説
明
で
き
な
い
」
と
七
名
が
組
合
に
加
入
し
て
闘
い
に
立
ち
上
が
り
ま
し
た
。 

ま
た
一
方
で
、
六
名
の
営
業
マ
ン
が
「つ
く
づ
く
こ
の
会
社
が
い
や
に
な
っ
た
」
と
辞
め
て
い
き
ま
し

た
。 

 

日
本
Ｎ
Ｃ
Ｒ
は
、
不
正
を
知
っ
て
い
た
の
で
は
？ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

米
国
本
社
の
調
査
で
発
覚
は
不
自
然 

Ｎ
Ｃ
Ｒ
は
、
当
事
者
ら
の
不
正
で
〇
八
年
度
決
算
が
監
査
法
人
の
承
認
が
取
れ
ず
、
著
し
く
信
用

を
傷
つ
け
ら
れ
た
と
、
懲
戒
理
由
を
述
べ
て
い
ま
す
。
ま
た
会
社
の
関
与
に
つ
い
て
は
、
あ
く
ま
で
も

そ
の
部
門
内
の
問
題
と
の
立
場
で
す
。 

し
か
し
会
社
は
、
昨
年
九
月
に
は
同
部
門
売
掛
金
の
異
常
に
気
が
つ
き
、
監
査
法
人
と
調
査
を

し
て
い
ま
す
。
ま
た
常
勤
監
査
役
は
同
部
門
出
身
者
で
し
た
。
で
も
結
局
〇
八
年
度
の
決
算
を
役

員
会
で
承
認
し
て
い
ま
す
。 

「
当
事
者
達
が
報
告
を
遅
ら
せ
た
り
、
隠
蔽
工
作
を
し
た
の
で
不
正
を
見
抜
け
な
か
っ
た
」
と
、

言
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
米
国
本
社
の
調
査
で
は
、
一
発
で
不
正
が
明
る
み
に
な
り
ま
し

た
。
あ
ま
り
に
不
自
然
で
す
。 


